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　2021年あけましておめでとうございます。昨春より世界中
がCOVID-19の脅威に怯える日々のなか、懸命に老健を守っ
ている皆様オツカレサマです。
　昨年11月頃より第３波と呼ばれる感染拡大が起こり、コロ
ナに対応出来る病床は全国的にほぼ満床です。医療崩壊は
いつ起こっても不思議ではない状況です。老健に関しては12
月10日時点でコロナ感染が発生した施設は全国で54施設に
および、利用者・職員合わせて700名の方が感染し、66名の
方がお亡くなりになりました。厳しい状況は続きますが６月に
山梨県健康長寿推進課、山梨県老健協議会、山梨県老施
協議会の３者で協定を交わした緊急時派遣ネットワークは、

「山梨モデル」として全国に広く普及し、多くの県で同様の協定が結ばれました。実際に老健職員
が派遣された事例もあります。全国に先駆けて協定をつくることが出来たのも、会員施設皆様の
御協力があってのことです。心から感謝致します。
　新年を迎えるにあたって、備えなければならない不安は沢山あります。現在検討中の事案をこの
場所で共有させて下さい。同居家族（介護者）がコロナ感染を起こし介護者不在となってしまった
高齢者の方や、コロナ感染を起こし入院治療を受けた高齢者の治癒退院後の受け入れ先が極めて
すくない現実があります。そういった方を老健で受け容れることが出来るのか？県の健康長寿推進
課と検討中です。これから新しい提案をさせて頂くことがあるかもしれません。その際には、各施
設で対応可能な範囲での御協力を頂けると幸いです。
　私は７月より、全国老人保健施設協会・常務理事に就任しました。また全国研修委員長の大役
も仰せつかりました。老健の医者になって18年になりますが、知らないことはたくさんあり、毎月行
われる常務理事会では新しく勉強することが山積みです。コロナ禍ではありますが、来春には３年
毎の介護報酬改定が行われます。東 憲太郎・全老健会長が、毎月の給付分科会で厳しい財務省
相手に粉骨砕身の努力で頑張られ、なんとかプラス改定を得ることが出来ました。私自身も日本
の老人介護の未来を明るくするために、山梨老健および全老健で頑張る覚悟です。
　12月よりイギリスで接種が始まったワクチンの効果に期待を寄せています。日本で接種が行われ
るのは４～５月の予想ですが、ようやくコロナ禍にも終焉が見えてきました。老健で暮らす高齢者
の生命を守り抜き、ご家族と嬉しい再会の日を迎えて頂くまで、あとヒトイキ頑張りましょう。

Greeting of a new year

山梨県老人保健施設協議会 会長

福 田　六 花 氏
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　この度、全国老人保健施設
協会より介護老人保健施設甲府相川ケアセンターの長年
の運営について評価をいただき表彰という栄誉を頂戴致
しました。
　この事は役職員一同にとりましても大変な名誉であり
今後の励みとなります。
　心より感謝申し上げる次第でございます。私達は法人
発足当初より最大の理念として“笑顔とぬくもり”を掲
げると共に福祉は最大のサービス業との認識のもと運営
してまいりました。そして、年一度の職員全体会議を通
し、人の「生きる」を支える一番崇高な仕事との確認をし、
その上で「ご利用者に喜びを、ご家族に安心を」をテー
マに各セクションの活動報告と討議を重ねてまいりまし
た。そして、ご利用者に応じた目標と計画のもと、より
良いサービスの提供に努めております。
　私達は、これからも現今のコロナ禍において感染予防
を最優先とし、ご利用者、ご家族のご意見を尊重しつつ
望ましい施設生活と在宅復帰を目ざし精一杯の支援をさ
せていただきます。また、今後はこの喜びを糧に皆様の
ご指導をいただきな
がら本表彰に恥じな
い運営を心掛けてま
いります。
　どうぞ、今後共宜
しくお願い申し上げご
あいさつと致します。 3

甲州ケア・ホーム
介護福祉士

加々美 雅子 さん

　この度は、「令和２
年度公益社団法人全国老人保健施設協会表彰」を
いただき、誠にありがとうございます。このよう
な表彰をお受けできるとは夢にも思っておらず、
誠に身に余る光栄でございます。厚く御礼申し上
げます。
　甲州リハビリテーショングループに就職以来、
尊敬できる上司や向上心あふれる先輩や仲間達に
刺激を受けながら、ここまでやってくることが出
来ました。年々変化する介護現場の状況に戸惑い
もありますが、在宅復帰施設として、“住み慣れ
た自宅で御家族と共に1日でも長く生活ができる
ように支援する事”の難しさと同時にやりがいを
感じながら、多職種連携のチームケアに携われて
いることに今は幸せを感じています。
　今年は、COVID-19の感染症蔓延により世界的
に生活環境が激変している中で、施設内の環境、
利用者と家族の関わり方や生活スタイルにも変化
があり、今まで経験したことのない緊張感の中で
日々業務に取り組んでいます。
　しかし、このような状況だからこそ、生まれて
くるアイディアや方法も沢山あります。利用者と
家族との関りが途切れないよう今以上に力を入れ
たいと思います。そして、これまでの経験を活か
しこの表彰に恥じないように職務に邁進していく
所存でございます。

2021年コロナ禍、
　 決意を新たに

職務に邁進

　令和２年度の公益社団法人全国老人保健施設協会表彰は個人表彰90人、施設表彰140施設が選ばれ
ました。
　山梨県からは施設表彰で甲府相川ケアセンターが、個人表彰では甲州ケア・ホームの加々美雅子さん
が受賞しました。

社会福祉法人　山梨樫の会
甲府相川ケアセンター 理事長

臼井　行夫 さん

“笑顔とぬくもり”
を理念に施設運営

令 和 ２ 年 度 公 益 社 団 法 人
全 国 老 人 保 健 施 設 協 会 表 彰

全老健表彰受賞者
よろこびの声
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施設の行事
当施設では季節の行事を催しております！



　厚手のコートや手袋が欲しい季節になりました。私達にとって2020年は忘れられない年になりそう
です。感染予防に日夜奮闘している従事者の皆様本当にお疲れ様です。
　私は山梨県コロナ対策本部で看護部門を担当している山梨大学医学部附属病院の小林と申します。コ
ロナ禍で各施設大変な中、快く時間を割き訪問を受け入れてくださり、施設の現状をお聞かせくださっ
た事を感謝します 。

　「利用者が感染するのは、私達従事者の持ち込みです。」と、どこの施設の方も強い危機感を持って対
応している姿が印象に残っています。出勤前の検温や職員及び家族の健康チェック・具合の悪い時はそ
の事を報告できる職場の風通しのよさ。そして限られた施設 の中で、できる限りの換気や椅子テーブル
の配置の工夫など行っていました。
　特に職員の食事時間には配慮が伺われ、食事の時間帯・席割・お喋りの禁止・中には車で食事を取ら
れる方もいて驚きました。お喋り禁止令は、話好きな私には結構きついです。でもとても大切です。今
のような状況が続き慢性化してくるとどうしても気が緩みがちですが、継続が必要です。
　面会制限もなかなか緩和できず、皆さん苦労していました。入所者の症状が面会制限がある事で少し
ずつ悪化しているように思うと窓越しやウェブでの面会、写真付きカードなど工夫し入所者や家族の思
いに寄り添うことを大切にしていました。入所者の話をする時見せる皆様の笑顔にとても温かいものを
感じ、癒されました。素敵です。
　物資の調達は金銭面においても大変ですが、汚物の処理には手袋やエプロンといった標準予防策が、
痰を吸引するとき時は、マスクの上にフェイスシールドやゴーグルの着用といった飛沫感染予防策が必
要です。感染対策を知っていても、今までのやり方を変えることは日常の中では大変です。すぐに元の
やり方に戻ってしまいます。お互いに確認しあって継続していきたいものです。
　そして、もし新型コロナウイルス感染者が発生した時は個室管理や生活空間の区分け、勤務体制の変
更や人員確保が必要です。シミュレーションをしておくことも必要だと思います。緊急事態に備えて、
老健協会、老施協会、山梨県の3者で緊急時の派遣ネットワークを国内で初めて作った事を知り、備え
の重要さと迅速な行動に驚かされました。
　Go toが始まっても私達は踏み出せない…。心の葛藤があります。食事会を断るとあなたは固いと言

われ、友人達が離れていくような気がすると訴える
方がいました。先の見えない不安がありますが、私
達が自分の健康管理を行い感染対策を行う事が、お
年寄りや家族を守る事につながるのです。自分の仕
事に誇りをもって進んでいきましょう。終息は必ず
来ることを信じて。

　老健「はまなす」の福田六花先生のご指導のもと、
山梨県内の老健を訪問させていただいたことを感謝
します。

新型コロナウィルス医療対策本部
総合調査班　看護関係アドバイザー

小 林　ひとみ 氏

老健施設を訪問調査して
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寄 稿

■小林ひとみ氏プロフィール
1978年	 看護学校卒業後
	 国立国際医療センター就職
1983年	 山梨医科大学（現山梨大学医学部）
	 附属病院に転勤
2017年	 定年退職後同病院看護部に再雇用
2020年	 新型コロナウィルス医療対策本部
	 総合調査班		看護関係アドバイザー兼務
９月から11月にかけて山梨県内の全老健施
設を訪問し現状を調査
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⑴施設等に
おける取組

（感染症対策の再徹底）
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意
○ 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努める
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携して推進
○ 積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状出現後の接触者リスト、ケア記録、勤務表、施設内に出入りした者の記録等を準備
（面会及び施設への立ち入り）
○ 面会については 、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏
まえ、緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること。具体的には、地域の発生状況等を踏まえ、管理者により制限の程度を判
断し、実施する場合には、適切な感染防止対策を行った上で実施すること。引き続きオンラインでの実施も考慮。

○ 委託業者等についても、物品の受け渡し等は玄関など施設の限られた場所で行うことが望ましく、施設内に立ち入る場合については、体温を
計測してもらい、発熱が認められる場合には入館を断る

○ 面会者や業者等の施設内に出入りした者の氏名・来訪日時・連絡先について、積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録
（外出）
○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは不必要に制限すべきではなく 、「三つの密」を徹底的に避けるとともに、
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、鼻口を触らないように
留意すること。

⑵職員の取組

（感染症対策の再徹底）
○ 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」、「介護現場における感染対策の手引き」等を参照の上、マスクの着用を含む咳エチ
ケットや手洗い、アルコール消毒等を徹底

○ 出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底
○ 感染が疑われる場合は、「 新型コロナウイルス 感染症についての相談・受診の目安」を踏まえて適切に対応
○ 職場外でも感染拡大を防ぐための取組が重要。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応を徹底

⑶リハビリ
テーション
等の実施の
際の留意点

○ ADL維持等の観点から、リハビリテーション等の実施は重要である一方、感染拡大防止の観点から、「３つの密」（「換気が悪い密閉空間」、「多
数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」）を避ける必要

○ 可能な限り同じ時間帯・同じ場所での実施人数の縮小、定期的な換気、互いに手を伸ばしたら手が届く範囲以上の距離の確保、声を出す機
会の最小化、声を出す機会が多い場合のマスク着用、清掃の徹底、共有物の消毒の徹底、手指衛生の励行の徹底

利用者の状況に応じた対応について（入所施設・居住系）
１．感染防止に向けた取組

定　　義 ⑴情報共有
・報告等

　 ⑵消毒
・清掃等

⑶積極的疫学調査
への協力等

⑷感染者への対応／⑸濃厚接触者への対応
職　員 利　用　者

感 染 者 医療機関が特定
・ＰＣＲ陽性の者

・利用者等（利用者・
職員）に発生した
場合、速やかに施設
長等に報告し、施設
内で情報共有

・指定権者、家族等
に報告

・居室及び利
用した共 用
スペースを
消毒・清掃。
手袋を着用
し、消毒用エ
タノールまた
は次亜塩素
酸ナトリウム
液で清拭等

・保健所の指
示がある場
合は指示に
従う

・利用者等に発生し
た場合、保健所の指
示に従い、濃厚接触
者の特定に協力

・可能な限り利用者
のケア記録や面会
者の情報を提供

・原則入院
 （症状等によって
は自治体の判断
に従う）

・原則入院。高齢者や基礎疾患を有
する者等以外の者については症状
等によっては自治体の判断

感染が疑
われる者

施設等が判断
・息苦しさ（呼吸困難）、強

いだるさ（倦怠感）、高熱
等の強い症状のいずれ
かがある者、高齢者等で
発熱や咳などの比較的
軽い風邪の症状等があ
る者、医師が総合的に判
断した結果感染を疑う者

※ＰＣＲ陽性等診断が確定
前の者

・利用者等に発生し
た場合、協力医療機
関や地域で身近な
医療機関、受診・相
談センターに電話連
絡し、指示を受ける

・速やかに施設長等
に報告し、施設内で
情報共有

・指定権者、家族等
に報告

・利用者等に発生し
た場合、当該施設
等において、感染が
疑われる者との濃
厚接触が疑われる
者を特定

・協力医療機関や地域で身近な医療機関、受診・相談セ
ンターに電話連絡し、指示を受ける

濃厚接触者

保健所が特定
・感染者と同室・長時間接触
・適切な防護無しに感染

者を診察、看護、介護
・感染者の気道分泌液等

に直接接触
・手で触れることの出来

る距離で必要な感染予
防策なしで、患者と15
分以上の接触

－ － －

・自宅 待 機を行
い、保健所の指
示に従う

・職場復帰時期に
ついては、発熱
等 の 症 状 の 有
無等も踏まえ、
保健所の指示に
従う

・原則として個室に移動。個室が足り
ない場合は、症状のない濃厚接触
者を同室に。個室管理ができない場
合、マスク着用、ベッド間隔を2m以
上あける等の対応。部屋を出る場合
はマスクを着用し、手指衛生を徹底

・可能な限りその他利用者と担当職
員を分けて対応

・ケアに当たっては、部屋の換気を十
分に実施

・職員は使い捨て手袋とサージカル
マスクを着用。飛沫感染のリスクが
高い状況では、必要に応じてゴーグ
ル等を着用

・体温計等の器具は、可能な限り専用に
・ケアの開始時と終了時に、石けんと

流水による手洗い等による手指消
毒を実施。手指消毒の前に顔を触ら
ないように注意。「１ケア１手洗い」
等が基本

・有症状者については、リハビリテー
ション等は実施しない。無症状者に
ついては、手指消毒を徹底した上
で、職員は使い捨て手袋とマスクを
着用し個室等において、実施も可能

感染が疑
われる者
との濃厚
接触が疑
われる者

施設等が特定
・「感染が疑われる者」と

同室・長時間接触
・適切な防護無しに「感

染が疑われる者」を診
察、看護、介護

・「感染が疑われる者」の
気道分泌液等に直接接触

・手で触れることの出来
る距離で必要な感染予
防策なしで、「感染が疑
われる者」と15分以上
の接触

－ － －

・発熱等の症状が
ある場合は、自
宅待機を行い、
保健所の指示に
従う。復帰時期
については上欄
に同じ

・発熱等の症状
がない場合は、
保健所と相談の
上、疑われる職
員数等の状況も
踏まえ対応

２．新型コロナウイルス感染症に感染した者等が発生した場合の取組

厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」より引用




